
議案第７９号 

 

 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正することについて 

 

 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

令和６年１１月２６日提出 

 

 

瀬戸内市長  武 久 顕 也 

 



瀬戸内市条例第 号 

 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例 

 

 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成16年瀬戸内市条例第107号)の一部を次

のように改正する。 

 

第6条中第4項を第6項とし、第3項の次に次の2項を加える。 

4 市長は、前項の申請があった場合において、受給資格者につき 、この条例により医

療費の給付を受ける資格があると認めたときは、受給資格証の更新を行うものとする。 

5 前2項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者につき、この条例により医療費の給

付を受ける資格があると認めたときは、職権により受給資格証を更新することができ

る。 

第9条の見出し中「提出」を「提示」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、令和7年4月1日から施行する。



瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成16年瀬戸内市条例第107号)新旧対照表 

現行 改正後 

(受給資格証の交付) (受給資格証の交付) 

第6条 略 第6条 略 

2・3 略 2・3 略 

 4 市長は、前項の申請があった場合において、受給資格者につき 、こ

の条例により医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、受給

資格証の更新を行うものとする。 

 5 前2項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者につき、この条例に

より医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、職権により受

給資格証を更新することができる。 

4 略 6 略 

(受給資格証の提出) (受給資格証の提示) 

第9条 略 第9条 略 

 



1 

 

瀬戸内市規則第 号 

 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第74号)の一部を次の

ように改正する。 

第7条第4号中「被保険者資格証明書を提出し、」を「特別療養費に係る」に改める。 

 様式第1号を次のように改める。



2 

 



3 

 



4 

 

 様式第9号の2中「次」を「下記」に改める。 

 様式第10号中「 保険者 

様」を 

「   保険者 

(瀬戸内市長)     様」に、 

「 

 

 

」を 

「 

 

 

」に、「感染症」を「伝染病」に改める。 

 様式第11号及び様式第14号を次のように改める。

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

自  年  月  日 

至  年  月  日 



5 

 



6 

 



7 

 



8 

 

 

 

附 則 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。



 

瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第74号)新旧対照表 

現行 改正後 

(医療費支払の特例) (医療費支払の特例) 

第7条 条例第10条ただし書により規則で定める場合とは、次に掲げる

ものとする。 

第7条 条例第10条ただし書により規則で定める場合とは、次に掲げる

ものとする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者医療確保法に

規定する被保険者資格証明書を提出し、療養を受けた場合 

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者医療確保法に

規定する特別療養費に係る            療養を受けた場合 

(5)～(7) 略 (5)～(7) 略 

様式第1号(第4条関係) 

 略 

様式第1号(第4条関係) 

 略 

様式第9号の2(第8条関係) 

 略 

様式第9号の2(第8条関係) 

 略 

様式第10号(第8条関係) 

 略 

様式第10号(第8条関係) 

 略 

様式第11号(第8条関係) 

 略 

様式第11号(第8条関係) 

 略 

様式第14号(第10条関係) 

 略 

様式第14号(第10条関係) 

 略 

 

 


